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介護保険の導入に対応する社協活動の課題

平成7年12月1日

全国社会福祉協鵬全地域福祉部
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介 護 保 険 制 度 の 市 区 町 村 社 協 に お け る 人 材 確 保 ・養 成 広 域 社 協 （県 社 協 ）

課 膚 事 業 ・活 動 上 の 課 題 等 の 課 題 の 課 題

I 国 民 の 理 解 と ○ 介 護 へ の 国 民 の 理 解 ， 参 加 の 促 進 ○ サ ー ビス計 画 ，基 盤 整備

参 加 （介 護 間 虜 を 自 らの 課 題 とで き る よ う取 り組 む） ○ 保 険 給 付 サ ー ビ ス の 開

○ 社 会 的 介 護 シ ス テ ム （介 護 保 険 制 度 ）へ の 理 解 発 や 改 善 ， 普 及

IⅡ要 介 護 認 定 【事 介 護 馳 走 機 間 の 股 t ）（福 祉 ・保 健 ・医 療 三 分 野 代 表 ○ 社 協 職 員 の な か で の 社 ○ ア セ ス メ ン ト手 法 の研

で 構 成 ） 会 福 祉 士 ， 介 護 福 祉 士 修

O 「認 定 機 関 」 へ の 「福 祉 代 表 」 の 参 加 等 の 国 家 資 格 取 得 を促

一 社 協 は， 施 設 ．在 宅 福 祉 関 係 者 代 表 で 構 成 。 「客 観

性 」 を もっ て い る。

． － 在 宅 介 護 の 実凍 ， 専 門 資 格 を有 す る 社 協 職 員 の 配
置 が 課 題 。

進 す る。

ⅠⅠIケ ア マ ネ ジ メ 〔ケ ア マ ネ ジ メ ン ト機 間 の 投 t ） （福 祉 ・保 健 ・医 療 の ○ 介 護 支 援 セ ン タ ー の 専 ○ ケ ア計 画 策 定 等 ケ ア ．マ

ン ト機 関 ・サ チ ー ム で ） 任 職 員 の ケ ア ・マ ネ ジ ネ ジ メ ン トの 知 識 研 修

ー ビ ス 調 整 O 「在 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー 」 運 営 に よ るケ ア ・マ ネ ジ メ ン ト能 力 の ア ッ プ が ○ サ ー ビ ス の 調 整

メ ン トの 実 績 づ く りが 重 要 。 課 庵 O 「利 用 者 との 契 約 」 の

一 社協 が 受 託 運営 す る「支 援 セ ン ター 」は現 在 12 0 か所 。 o シス テ ム に 対 応 した 新

一 介 護 支 援 セ ンタ ー 受 託 運 営 の 要 件 は ， ホ ー ム ヘ ル そ の ケ ア ・マ ネ ジ メ ン しい 課 題 へ の 対 応

プ サ ー ビ ス とデ イ サ ー ビス セ ン タ ー の 実 施 。（デ イ トの 専 門 性 を， ホ ー ム 一 利 用 者 か らの 苦 情 処

セ ンター を運 営 してい る7即 余 の社協 は，受 託 が可能 ） ヘ ル プ 事 業 等 の コー デ 理 や ， 利 用 者 （消 費

○ ホ ー ム ヘ ル プ 事 業 ， デ イ セ ン タ ー の コー デ ィネ ー ト ィネ ー タ一 に も広 げ る 者 ） 保 護 の し ご と

担 当 職 員 等 の在 宅 福 祉 の 総 合 的 な ケ ア ・マ ネ ジ メ ン 努 力 が 必 要 。 ー一寸リ用 者 の 権 利 擁 護 。

トの 実 績 づ く り を。 （各 社 協 に お け る研 修 － サ ー ビス の 質 の管 理

O 「ふ れ あ い の ま ちづ く り事 業 」 で は， 地 域 福 祉 活 動 全 国 研 修 等 を通 じ） － サ ー ビス 評 価 事 業 の

コ ー デ ィ ネ ー タ ー が 総 合 相 談 ， 問 題 解 決 の た め の マ

ネ ジ メ ン トで 実 績 を積 ん で い る。

－ 必 要 な ケ ー ス の 掘 り起 こ し （ニ ー ズ ・キ ャ ッチ シス
テ ム ）

・ 高 齢 者 問 題 だ けで な く障 害 者 ・児 童 問 題 ， 複 合 し
た 問 題 等 へ の 取 り組 み， 介 護 以 外 の 各 種 サ ー ビス

の 開 発 ・普 及

－ イ ン フ ォー マ ル な サ ー ビス ．活 動 との 連 携 等

実 施 。
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ⅠⅤ介護 サー ビス 〔介護保檎対t サービスの提供） O 「サービス提供機関」 ○経営能力を高めるため

の提供 ○保険者から認定を受けた「サービス捷供機関」が実施。 としての認定を受ける の経営指導等，在宅福

－ ホームヘルプサービスは，介護型ヘルプ．サービ ため，介護専門耽員配 祉事業経営指導事業の

ス （早朝 ．夜間 ・休日サービス，スポット．サー 直の実耕づくりが急が 実施等が課題

ビス）が課壌。 れる。 －一効率的運営へと改善

一一住宅改造（リフォーム・ヘルパ一），福祉機器提供等 ○介護型ホームヘルパー し付加価値をつける

は，介護型ホームヘルプサービスとの連携が重要。 は，「2級課程」以上を 努力 （当事者性等）

一 ディサービスセンターは，利用対象者を明確にし 修了すること。 －「経営基盤形成のため

て要介護者向けの運営内容の拡充 （利用回数の増 ○在宅福祉事業の運営管 の指導援助

○労働条件管理，業務体

制の確立への支援の強

等）を図るとともに，小地域，身近なところで数 理者 （主任者）の配置

多くのセンター設置 （サテライト・タイプ）が誅 と実績づくりが急がれ

題。杜協として，小規模デイ（D 型利用定員 5名）

の受託運営が可能となっている。

ー一－－－一他の在宅介護サービスは，移送サービス，訪問型

の入浴サービスの実施も重要。

る。

一 訪問者護ステーションは，医師会と提携した社協 化 （早朝 ・夜間勤務，

運営を。 フレックス，非常勤職

員管理等）

○サービス ．活動の開発

など，ニーズ指向での

取り組みを支援

〔介慎保験対t 外のサービスの提供）

○一般財源による法定サービスが重要。介護保険は，

すべてのサービスを網羅するわけではない。介護保

険対象外で市町村行政が責任をもつサービスは今後 ○社協自主事業，住民参

とも重要。社協は，その実施について実績をもって 加型サービスを担うコ

いる。 ーディネ一夕一等の養

○法定外のサービス・活動として，社協自主事業。家

事，食事，介護，移送，ふれあいいきいきサロン等

の住民参加型サービス

成 ・配置の課題

1 ・福祉N PO の支援

Ⅴ日常生活支援 ・ 【羊介耳聡虔を受けた高齢者の日常生活支攫〕 ○ボランティア ．コーヂ

○ボランティアセンター予防増進活動 ○住民の小地域福祉活動 （小地域での仲間づくり／地 ィネーターとボランテ

域での見守り支えるネットワーク／近隣のたすけあ イア・アドバイザーの 相互のネットワーク

い活動 養成 ・配置 ○小地域活動への支援強

○地域でのケアチーム型のボランティア活動 化

【事介穫の状態にならないよう予防・儀鷹増逢の活動） ○各分野の専門職等をア ○保健分野の専門職との

○高齢者のボランティア活動，老人クラブ活動 ドパイザー等として社 連携

○介護者の会の活動，小地域での高齢者 ．介護者 ・住 協活動への参加を得る ○福祉機器の情報提供等

民交流活動 ○介護者の会等組織化援

○住宅改造 ・福祉機器に関する情報提供や改造 ・機器

活用の相談

助
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